
 

○菊川市共同住宅の建設、管理等の適正化に関する指導要綱 

平成17年１月17日 

告示第140号 

（目的） 

第１条 この要綱は、共同住宅の建設及び管理等の適正化を図るため建築主等に対し行政

指導を行い、もって良好な生活環境と秩序ある地域社会の確立に寄与することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。 

(１) 「共同住宅」とは、１棟の建物に２世帯（単身者も１世帯とみなす。）以上を所

有権以外の権利に基づいて居住させることを目的とする住宅をいう。 

(２) 「建築主」とは、共同住宅に供する建築物を建築する者（工事の発注者又は自ら

工事を行う者）をいう。 

(３) 「設置者」とは、共同住宅の所有権及び経営権を有する（予定者を含む。）者

（所有権と経営権を有する者が別の場合は、経営権を有する者）をいう。 

（設置届） 

第３条 建築主又は設置者は、共同住宅の建築を計画したときは、市長に共同住宅設置届

（様式第１号）により設置の届出をしなければならない。 

２ 前項の届出をする者は、共同住宅の設置に関しその属する自治会長に協議し確認を受

けなければならない。 

３ 設置者は、設置者を変更しようとする場合は、設置者変更届（様式第２号）による変

更の届出をしなければならない。 

（管理連絡責任者の設置） 

第４条 建築主又は設置者は、共同住宅を適正に管理するため管理連絡責任者を置かなけ

ればならない。 

２ 管理連絡責任者は、菊川市内に居住する者で、かつ、次条に規定する責務の遂行能力

があると認められる者でなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りで

ない。 

３ 建築主又は設置者は、管理連絡責任者を定め、市長に管理連絡責任者設置（変更）届

（様式第３号）により届出なければならない。また、管理連絡責任者を変更しようとす

るときもあらかじめ変更の届出をしなければならない。 

４ 前項前段による届出については、前条第１項による届出と同時に届け出るものとする。 



 

（管理連絡責任者の責務） 

第５条 管理連絡責任者は、次に掲げる事項について善良な管理を行い、当該共同住宅及

び周辺地の良好な環境保全並びに防災安全に努めるとともに、市及び自治会等と市民と

の相互間における円滑な連絡協調を図るものとする。 

(１) 建物の管理 

(２) 附帯施設、設備等の管理 

(３) 排水施設の管理 

(４) 防災施設、設備の管理 

(５) 敷地の管理 

(６) 交通安全の確保 

(７) 廃棄物の処理 

(８) 環境保全及び防災安全に関する事項 

(９) 自治会の運営、行事等への調整・協力 

(10) その他必要と認める事項 

（指導及び勧告） 

第６条 市長又は自治会長等は、共同住宅の管理等に関して、設置者及び管理連絡責任者

及び連絡責任者に対し改善等の指導をすることができるものとする。この場合必要があ

るときは、報告又は資料の提出を求めることができるものとする。 

２ 市長は、前項の指導による改善が十分に行われない場合で必要があるときは、文書に

よる勧告をすることができるものとする。 

３ 市長は、前２項に基づく指導及び勧告をした場合において必要があるときは、その措

置に関し報告をさせることができるものとする。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要となる事項は、市長が定めるもの

とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成17年１月17日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の小笠町共同住宅の建設、管理等の適正化

に関する指導要綱（平成３年小笠町要綱）の規定によりなされた処分、手続その他の行

為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。 



 

様式第１号（第３条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

共 同 住 宅 設 置 届              

年  月  日  

 菊川市長          あて 

届    出    者 住 所           
（建築主又は設置者）               

氏 名        ○印  

 菊川市共同住宅の建設、管理等の適正化に関する指導要綱第３条第１項の規定に

より届け出ます。 

共同住宅の名称  
位置又は
棟の名称 

 

建 築 主 
所 有 

経 営 

住 所 
電話番号  （  ）    

氏 名 

設 置 者 
所 有 

経 営 

住 所 
電話番号  （  ）    

氏 名 

建 築 物 

設 置 場 所 

位 置 

敷 地 面 積 

構 造 

建 築 面 積 

附帯施設名 

着 工 予 定 

 菊川市          番地 

 〔     自治会の区域内〕 

     ㎡ 

            室数 

     ㎡  床面積      ㎡ 

 

      年   月 

入 居 開 始 予 定       年   月 

経 営 区 分 個人への賃貸  一括賃貸〔             〕 

備 考（所有者記載欄） 

※１棟ごとに届出すること。 

※共同住宅の属する自治会長の確認書を添付すること。 

※位置図、配置図及び平面図を添付すること。 



 

様式第２号（第３条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

設 置 者 変 更 届              

 

年  月  日  

 

 菊川市長          あて 

 

届  出  者 住 所           
（現設置者）               

氏 名        ○印  

 

 菊川市共同住宅の建設、管理等の適正化に関する指導要綱第３条第３項の規定に

より届け出ます。 

共同住宅の名称  
位置又は
棟の名称 

 

所 在 地 菊川市            番地〔自治会名      〕 

新 設 置 者 
住 所 

電話番号  （  ）    
氏 名 

変 更 年 月 日         年   月   日 

変 更 理 由  

変 更 確 認 

 設置者を変更することについて確認しました。 

年  月  日  

自治会長氏名        ○印  

備 考 



 

様式第３号（第４条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

管理連絡責任者設置（変更）届 

 

年  月  日  

 

 菊川市長          あて 

 

届    出    者 住 所           
（建築主又は設置者）               

氏 名        ○印  

 

 菊川市共同住宅の建設、管理等の適正化に関する指導要綱第４条第３項の規定に

より届け出ます。 

共同住宅の名称  
位置又は
棟の名称 

 

管 理 責 任 者 

住 所 菊川市             番地 

氏 名 

連絡先             電話番号  （  ） 

承 諾 欄 

 私は上記の届出について承諾します。 

年  月  日  

氏 名        ○印  

確 認 欄 

 上記の届出について確認しました。 

年  月  日  

自治会長氏名        ○印  

備 考 

※共同住宅設置届と同時に提出する（変更の場合は、随時）。 



 

確      認      書 

共同住宅の名称  
位置又は

棟の名称 
 

届

出

事

項 届 出 人 
住所 

氏名 
  

 上記の共同住宅の設置届出に関し協議があったので、下記のとおり確認しまし

た。 

年  月  日  

菊川市     自治会長  

氏 名        ○印  

協

議

の

上

確

認

し

た

事

項 

（箇条書きとする。） 

備

考 

 

 


